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4-2.消防活動要領

 空港内での航空機事故発生時、消防機関が空港の制限区域内に進入し活動するためには、空港消防を含む関係
機関との進入方法等の緊密な連携が不可欠

 進入部署の良否は、事後における防御活動に極めて大きな影響を及ぼすものであり、消防隊が飛行場内へ進入
する場合は、通報内容、気象状況及び敷地の傾斜等を基に、原則空港側が指定したゲートより行う

 滑走路等の制限区域内への進入にあたっては、管制からの許可を得て、滑走路や進入経路などでの航空機の閉
鎖措置がなされているかどうかを確認し、二次的災害の防止に細心の注意を払うことが必要
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（１）空港内での航空機火災対応：空港内への進入要領

制限区域内への進入要領

 救急車の要請及び誘導等に関する指針（抄） ： 運輸省航空局飛行場部管理課（平成１２年２月１４日）

1. この指針は、救急車の要請、誘導、その他必要な事項を定め、制限区域内における救急搬送が安全かつ迅速に行われることを目的とする。

2. 空港事務所長は、救急車が入場するゲート等については、空港の規模、周辺の道路事情等を勘案し、予め指定しておくものとする。
なお、この場合の指定にあたっては、ゲートの名称等によって混乱が生じないよう、分かり易い名称とする。

3. 救急車を要請する者は、消防機関に対し、少なくとも、次の内容を正確に通報するものとする。
（１）傷病者の数、様態
（２）入場ゲートの名称
（３）要請者の会社、氏名
（４）その他必要な事項

4. 救急車の要請を行った者は、救急車が制限区域に入場する場合は、次のとおり誘導を依頼するものとする。
（１）要請者は、空港事務所の誘導を担当する課に対し、速やかに消防機関への通報内容に必要事項を加え、救急車の誘導を依頼するものと

する。
（２）誘導担当課とは、原則として空港保安防災課とし、夜間、休日等において空港保安防災課の対応が困難な場合については、空港事務所

内各課官の執務体制等を勘案し、空港事務所長が別途定めるものとする。
（３）空港事務所長は、事前に誘導担当課の連絡先を明確にし、消防機関及び空港内事業所等に周知しておくものとする。

5. 救急車の誘導は、原則として、誘導担当課が行うものとする。

7. 要請者は、発生状況、発生場所等の詳細を把握していることから、迅速な誘導を確保するため、可能な限り誘導車両等に同行するものとする。

12.その他の緊急車両の誘導は、本指針に準じて処理するものとする。
ただし、制限区域内への入場について特別な定めがある場合には、その定めによるものとする。



出典： 空港業務マニュアル第一部（救難及び消防）より作成

 航空機に接近する際は、以下の点に留意することが必要
 風上、または風横から接近する。
 戦闘機以外の航空機の場合は、頭部から接近する。
 主翼の直近及びタイヤへの接近は避ける。
 大量の燃料の流出による火災を考慮の上、常に退路を考慮して接近する。
 自衛噴霧装置（噴霧で車両を火炎から守る装置。）を有する消防車両は、必要に応じて当該装置を活用し

接近する。
※航空機エンジンの停止状況や耐熱服着用の必要性など、安全上必要な事項については、空港消防等からの聴取が必要
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消防車両の待機位置 現場接近

 可能な最小時間で現場に到着するため、機材は最も早い
ルート選択で事故現場に接近すべきであるが、これは必ずし
も最も短いルートではなく、一般的に言えば、荒地や草地を
通って接近するよりも、できれば舗装面を通行する方が望ま
しいという事である。

 その狙いとする所は、救難消防車両がルート途中で不必要
な危険にかかわる事なく現場に近づくためである。現場に
近づく際は、当該機から走って離脱してくる搭乗者や、機体
から投げ出されたり、負傷して接近経路上に横たわっている
かも知れない搭乗者等にも、注意深く監視を行わなければ
ならない。

 この事は特に夜間に重要でありスポットライト又はサーチ
ライトの上手な使用が求められる。

 待機位置とは、救難消防車両を空港の運航区域上の選定地
点に事前に位置させておく事を目的とするもので、緊急着陸
又はローカル待機の場合、あるいは消防所の位置又は空港
の他の物理的特性のために出場所要時間が著しく悪影響を
受ける場合に、当該出場所要時間を最小限に留めようとす
るものである。

 待機位置における救難消防車両の場所は、下記のとおりで
ある。
a. 電子航法装置の運用に干渉、又は妨害する所である

べきではない。
b. 無障害表面に突出、又は通常の航空機誘導経路を妨害

する所であるべきではない。
c. 運航区域内のあらゆる所への出動所要時間が、増大

する所であるべきではない。

（１）空港内での航空機火災対応：航空機への接近要領

4-2.消防活動要領

＜空港消防の取扱い＞



（１）空港内での航空機火災対応：消防車両の違い

4-2.消防活動要領

消防機関車両
空港消防車両

（例：MAF-125E） 化学車消防車
（例：MCX-ⅡS）

大型化学消防車
（例：MC-BC）

Ａ－２級Ａ－１級Ａ－１級ポンプ能力

1,500ℓ―12,500ℓ水槽容量

500ℓ2,000ℓ800ℓ泡消火薬液槽

△（オプション搭載）△（オプション搭載）○自衛噴霧装置

××○走行中の放射

△△○未舗装地走行

車両イメージ

出典： （株）モリタ資料より作成

 空港消防が備える車両は、消防機関が備える一般の消防車両と異なることに留意が必要
（自衛噴霧装置、走行中の放射性能、未舗装地走行性能を有するなど）

 自衛噴霧装置：車両底部、車輪周辺、バンパー下部などにノズルが配置されており、水や泡を噴霧して火災から車両全体を
冷却・保護することが可能

 走行中の放射性能： 車両走行用エンジンとは独立したポンプ駆動システム、または走行用エンジンから強力なPTO（Power 
Take-Off）を介してポンプを駆動するシステムを採用しており、走行中でも放水圧力を維持可能

 未舗装地走行性能：空港敷地内の芝生、軟弱地盤などの未舗装地でも走行できる性能を有する。

消防車両の種類（例）

※車両スペックは記載の車種のものを掲載 3



 航空機事故発生現場における消防車両の位置選定は、次に示す事項を考慮の上、行うものとする。
① 火災区域（火災発生のおそれがある区域を含む。）全般を見渡せる場所に部署すること。
② 地形の傾斜等により漏洩した航空燃料が消防車両に危険を及ぼすおそれのない位置に部署すること。
③ 火災による火煙等の影響を受けないよう、可能な限り火災現場の風上に部署すること。
④ 火災状況の変化に応じて迅速に移動できる位置に部署すること。
⑤ 緊急脱出スライドの展開及び脱出経路等を考慮した位置に部署すること。
⑥ 他の消防車両の消火救難活動を考慮した位置に部署すること。

4
出典： 「空港等における消火救難体制の整備基準」（国土交通省 航空局）（最終改正：令和２年１２月１５日 国空空技 第242号）より作成

空港災害対策研究会議報告書（空港災害対策研究会議 昭和54年3月31日）より作成

注）ただし、左側エンジンがまだ作動しているときは、左側からの消火活動

は翼の前方から行うべきである。必要な場合はハンドラインを使用する。

注）乗客の避難を主眼とするため胴体部を保護する。

必要な場合はハンドラインを使用する。

（１）空港内での航空機火災対応：消防車両の部署位置①

4-2.消防活動要領

救出路 風救出路

救出路

風

左内側エンジン及び燃料タンク部から出火した
際に、3台の大型化学消防車等で消火する場合

横風に近い状況で、片方の翼根から出火した際に、
3台の大型化学消防車等で消火する場合

消防車両の位置選定（例）
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消防車両の位置選定（例）

右外側エンジン部で出火した際に２台の
大型化学消防車等で消火する場合

注）火炎を鎮圧することを目的とし、胴体部を火炎の輻射熱から保護し、

胴体部に火炎が及ばないように放水する。

翼全体に火面が広がった際に
３台の大型化学消防車等で消火する場合

注）前部の扉から乗員・乗客が脱出する間、胴体部を損なわないように

放水する。

（１）空港内での航空機火災対応：消防車両の部署位置②

4-2.消防活動要領

風

救出路

救出路

風

救出路

出典： 空港災害対策研究会議報告書（空港災害対策研究会議 昭和54年3月31日）より作成
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 ジェット機の場合はエンジン作動中は高温の排気ガスが強力に噴出している。機体や積載エンジン、運転状況等によって具体的な
危険区域の範囲は異なるが、火傷やエンジンに引き込まれることを防止するため、尾部や空気取り入れ口の前方及び側面に対し
て一定の距離を保つことが必要

 ジェットエンジン稼働中にエンジン内部に吸い込まれる危険性については、空気は前方からだけでなく、吸気口の側面に近い斜め
後ろの方向からも回り込むようにも吸い込まれるため、危険区域を認識した上で活動することが必要

 航空機機体後部又は垂直尾翼にタービン発動機が装備されている航空機火災の場合、高所からの航空機燃料漏洩等による火災
の危険を避けるため、発動機直下には接近しないことが必要

航空機エンジン稼働時の危険区域（例）
(B787（GEエンジン）の場合)

エンジン吸込危険区域（例）
（B787（GEエンジン）の場合)

Ground Idle Power*：
半径4.6m (15ft)
Takeoff Power**：
半径19.2m (63ft)

後方距離 （AFT Distance）
Ground Idle Power*： 1.9m (6.3ft)
Takeoff Power**： 3.3m (11ft)

エンジン吸気口の先端

出典： Boeing資料「787 Airplane Characteristics for Airport Planning」(2025年10月版)より作成

*ＧＲＯＵＮＤ ＩＤＬＥ ＰＯＷＥＲ＝傾斜のある空港を除き、通常の場合における地上走行中のエンジンパワー時
**ＴＡＫＥ ＯＦ ＰＯＷＥＲ＝離陸に際して、加速する時のエンジンパワー時

危険区域

Ground Idle Power*：
５３ｍ (175ft)
Takeoff Power**：
６４０ｍ （2100ft）

エンジン吸込危険区域

危険区域 危険区域

（１）空港内での航空機火災対応：エンジン稼働時の危険区域①

4-2.消防活動要領



Q400(ターボプロップ機)の機体全体図

出典：「Bombardier Q400 CRASH−FIRE−RESCUE MANUAL」より作成 7

Q400(ターボプロップ機)の機体前面図

プロペラ機は、機体が停止していても不意に回転して致命傷になる場合があるため、プロペラには触れないこと。
 エンジンの圧縮圧による反動（キックバック）の危険性： エンジン内部に残った圧縮空気の力により、外部からプロペラを

動かすと予期せず勢いよく回転することがある。
 レシプロ機（ピストンエンジンを使用する小型機等）の場合の点火装置（マグネトー）による不意な作動（ホット・マグ）の危険

性:スイッチ故障等で点火装置がONのままの場合、外部からプロペラを動かすとエンジンが不意に始動することがある。

プロペラおよびエンジン排気の危険区域

APUの排気
（すべての航空機に

搭載されているわけではない）

後方に排出される
高温のエンジン
排気ガス

エンジン作動時の
人員危険区域
（図示の範囲はおおよそのもので
あることに留意）

（１）空港内での航空機火災対応：エンジン稼働時の危険区域②

4-2.消防活動要領



航空機のタイヤ・リム危険区域と接近経路

 機体に接近する際には、航空機のランディングギア（タイヤ等）への接近方法についても注意が必要
 特に過熱した車輪を消火する場合、細心の注意を払いながら車輪の前方又は後方から４５度の角度で接近する

ものとし、車軸線の前後・横方向から接近してはならない。必ず下図接近経路（黄）に沿ってランディングギアに
接近し、リム危険区域（赤）、及び、タイヤ危険区域（橙）からの接近は必ず避ける。

 なお、常温に戻るまではタイヤまたはリムから最低でも前後23フィート（７メートル）、横２６３フィート（８０メー
トル）圏内に接近しないこと。※ただし、機種等によって具体的な危険区域の範囲は異なる。
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出典： Airbus資料 「Aircraft Rescue and Fire Fighting Chart ARFC」 【左図】 A320 【右図】 A350-900より作成

リム危険区域
リムの破片による直撃のリスク

タイヤ危険区域
タイヤの破片による

直撃のリスク

リム危険区域
リムの破片による直撃のリスク

タイヤ危険区域
タイヤの破片による

直撃のリスク

Airbus A320 Airbus A350

（１）空港内での航空機火災対応：航空機のタイヤ危険区域

4-2.消防活動要領

※ランディングギア：飛行機の車輪（前脚、主脚）に当たる、
タイヤやホイールから力を支える構造まで含めた降着装置を指す。



 空港消防では航空機火災の初期消火にあたって火勢の抑制を達成するため、原則として、消防車両が火災
発生現場到着時の初期段階に一気に大量の泡沫放射を行うものとされている。
 空港消防では、非常脱出口等の確保を目標にして泡沫放射により火勢を制圧し、非常脱出口からの避難

者を防護する。
 直接泡沫放射ができない場合は、粉末消火薬剤を火災の状況に応じて使用する。

9出典： 「空港等における消火救難体制の整備基準」（国土交通省 航空局）（最終改正：令和２年１２月１５日 国空空技 第242号）、

ICAO Airport Services Manual(Doc 9137-AN/898)より作成

（１）空港内での航空機火災対応：空港消防による初期消火活動

4-2.消防活動要領

<参考>火災の種類別消火要領

消火要領火災種別

制動装置が過熱状態にある場合、通常は消火しなくても自然と冷却されるものであるが、消火を行う場合は、水噴霧または
間接的な棒状注水を行うものとする。また、熱はブレーキから車輪へと伝達されるため、車輪付近に放射するものとする。

制動装置過熱

①過熱した車輪を消火する場合、空港消防隊員は細心の注意を払いながら車輪の前方又は後方から４５度の角度で接近す
るものとし、車軸線の横方向から接近してはならない。

② 車輪の消火に際しては、タイヤの急激な冷却によりタイヤの爆発を招くことのないよう十分注意し、消火には粉末消火薬
剤を用いるものとする。
また、タイヤから空気が抜けた後は、その後の爆発の心配がないので、いかなる消火薬剤も安全に使用することができる。

車輪火災

①タービンエンジンの燃焼室内火災は、排気口から十分離れた位置に消防車を待機させ、噴出される火災から可燃物を防護
すること。

②タービンエンジン付近の機体構造部分を冷却する場合は、泡噴霧又は水噴霧により行うべきであるが、タービンエンジン
の吸入口又は排気口の中については、燃焼の危険がない限り泡消火薬剤を使用するべきではない。

③エンジン（ピストン・タービン）内部のナセル内で火災が発生した場合、航空機の消火装置で鎮圧できるとされているが、消
火できない場合は、粉末消火薬剤が効果的であるが、エンジンに更なる損傷を与えるため注意が必要である。

④プロペラには、たとえ静止している場合でも絶対に触れてはならない。

エンジン火災

一部のエンジンにはチタン製の部品が使用されており、発火した場合は、いずれの消火剤を使用しても消火不可能なので、
状況に応じエンジン付近の機体部分を泡噴霧又は水噴霧による冷却保全に努め、チタンの燃え尽きるのを待つものとする。

チタン火災

航空機から燃料が漏洩している場合は、その全表面を泡消火薬剤で被覆し、引火による火災を防止するものとする。航空機燃料の漏洩

航空機燃料、作動油等に触れ又はそれを身体に浴びた空港消防職員は、できる限り速やかに石鹸による洗浄、衣服の取替え
等を行うものとする。

その他



10出典： 「空港等における消火救難体制の整備基準」（国土交通省 航空局）（最終改正：令和２年１２月１５日 国空空技 第242号）より作成

 航空機火災の消防活動は、乗客、乗員及び付近住民の人命救助に主眼を置き、周囲の消防対象物への延焼防止
を図ることを原則とし、消火、救助及び救急活動を実施するものとする。
 空港消防は車両に積載している水を用いて初期消火活動を実施しており、積載水量が減少した場合には、

空港内の消防庁舎に戻り給水するなど、一時的に現場を離れる場合がある。
→空港消防車両にて継続した注水活動を実施することが困難である場合は、後着隊となる消防機関は空

港消防車両に送水を行うことも念頭に活動する必要がある。
 消防機関が火災現場に到着した際に、空港消防は脱出経路を確保するための消火活動を継続している

場合は、機体への進入に至っていない可能性が高い。
→消防機関において機内進入する場合は、進入に係る情報収集及び資器材の選定等を行っておく必要が

ある。
 滑走路が複数ある空港では、初期消火後は空港の一部運用再開のために、空港消防が火災現場を離れ、

再開滑走路での待機を求める場合、状況に応じた現場での調整が必要となることがある。

（１）空港内での航空機火災対応：消防機関の消火活動

4-2.消防活動要領

＜参考＞ 空港消防による泡沫放射による消火

空港消防隊は、航空機事故発生現場の状況に応じ、当該機及びその周辺を泡沫で被覆することにより、火災の拡大防止又は火災
発生を未然に防止し、搭乗者の脱出経路を確保するなど、所要の措置を講じる。

なお、泡沫放射による消火は、次に示す事項を基に実施する。
a. 泡沫放射は、火災の態様に応じ、棒状放射又は扇状放射のいずれかによるものとする。
b. 消防車両の泡沫放射の射程を考慮した位置に部署し、非常脱出口等の確保を目標にして胴体に沿った泡沫放射により火勢を

制圧するものとする。
c. 非常脱出口からの避難者を火災から防護するため、脱出経路が確保できるよう泡沫放射を行うものとする。
d. 主翼の燃料タンク火災から胴体部分を防護するため、最初に胴体と主翼の取付部分に泡沫放射し、順次翼端側に向けて泡沫放

射するものとする。
e. 既に消防車両から泡沫放射された泡膜被覆の効果を低下させることのないよう、放射方法に注意して火災制圧にあたるもの

とする。



 令和６年1月の羽田空港航空機衝突事故においては、火災発生当初、離れた２機の火災現場に３台ずつ空港消
防車両を配置していたが、その後、Ａ機の消火に当たっていた３台のうち２台は、消防所に戻り給水を行った後、
Ｂ機の火災現場へ向かい、計５台の空港消防車両がＢ機の消火活動を行った。

 東京消防庁は、防火水槽の水を消火に使用したほか、ポンプ車を用いて空港消防車両に水を供給した。また、Ｂ
機の消火活動では、海水が使用された。

 本事例のように、空港消防の車両の積載水量が減少した場合には、消防機関のポンプ車等を活用して空港内の
防火水槽等から断続的に送水活動を行うことも考えられ、また、空港内の防火水槽では水利が不足する場合に
は、直近の河川や海などの自然水利等の活用が必要となることにも留意が必要

11出典：運輸安全委員会航空事故調査（経過報告）より作成

羽田空港航空機衝突事故における、空港消防の初動

海上保安庁機民間機

＜参考＞羽田空港航空機衝突事故における事例

4-2.消防活動要領



出典： Boeing資料（2022年2月14日）、ICAO Airport Services Manual(Doc 9137-AN/898)より作成

 航空機の胴体着陸が予想される場合は、最悪の事態を想定して空港管理者等と密接な連携のもとに次の事前措置を実施
 事前協議：航空機の種類、乗員・乗客数、搭載燃料等の情報を収集し、予測される災害及びその対策を協議
 出火対策： 滑走路に胴体着陸を行う場合は、滑走路と胴体の摩擦により火花を発し、燃料タンク等から漏洩した燃料に引火

して火災となる場合がある。また、プロペラ機の場合は、プロペラが滑走路に接触してエンジンに急激な負荷が掛かるため、
エンジンが過熱し発火することがある。このような危険性に対し、かつては胴体着陸のような予測可能な緊急事態において
滑走路への泡消火薬剤の事前散布が行われていたが、 FAA（連邦航空局）の通達やNFPA（米国防火協会）の基準では、
FAAの試験等によりその有効性に疑問が呈されたことから現在では推奨されておらず、ICAOの最新版マニュアル(2015
年第4版)においても、空港消防は「待機し、即座に対応する（Standby and Respond）」態勢を取ることが基本とされて
おり、当該項目は削除されている。
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（１）空港内での航空機火災対応：胴体着陸が予想される場合の対応

4-2.消防活動要領

滑走路への泡沫散布に関する対応に関するBoeingの通知

滑走路への泡散布に関する要件(仮訳：抄)

 近年、多くの航空会社や空港から、降着装置（ランディングギア）に不安全な表示が出て
いる様々な種類の航空機に対し、滑走路へ航空機救難消防（ARFF）用の泡消火剤を
散布する手順について、空港適合性担当部門に問い合わせが寄せられています。

 ボーイング社は、航空機が降着装置の一部または全てが格納されたまま、あるいは
「ダウンロック（脚下げ位置での固定）されていない」表示のまま着陸する可能性がある
場合に、滑走路表面へ泡消火剤を散布することに関する推奨手順を定めていません。

 滑走路への泡沫散布という手順は、かつては軍の環境で広く行われ、民間航空機に
対しても時折実施されていました。しかし、新しい種類の泡消火剤はこの作業での使用
には適しておらず、現在この手順は広くは用いられていません。FAA（米国連邦航空
局）は、1987年に、1966年12月21日付の「Foaming of Runways（滑走路への
泡散布）」と題された勧告通達AC 150/500-4を撤回しており、将来もこの手順を
推奨する計画はありません。



空港内と市街地における航空機火災対応の相違点

出典：空港災害対策研究会議報告書より作成

 市街地に航空機が墜落した場合は、航空機搭載燃料が周辺に飛散し、これに引火した場合、瞬時に大火面が
形成され、市街地火災に発展する危険がある。

 空港内での火災と比較すると、空港外、特に市街地での航空機火災では、以下の点に特に留意する必要がある。
 消防警戒区域の設定：市街地では住宅や道路、商業施設などが密集しているため、燃料の飛散範囲や延焼の可能性を考慮

し、より広範かつ複雑な警戒区域の設定が必要。また、二次災害防止のため、立入禁止区域の明確化や交通規制も重要
 広報活動：市街地では住民や通行人が多く存在するため、迅速かつ的確な広報活動が不可欠。避難誘導や安全確保のため、

拡声器や防災無線、パトカー等を活用し、住民への避難指示や火災発生状況の周知を徹底する必要がある。

 建物及び航空機内には、多数の要救助者がいることも想定されるので、覚知と同時に多くの消防部隊を結集し
て、人命救助、避難誘導及び市街地火災の延焼防止を重点に、消火活動を実施する。
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空港内での火災市街地での火災項目

・平坦で広大
・障害物が少ない（滑走路、誘導路）

・建物が密集
・道路が狭隘
・不特定多数の住民、通行人が存在

場所の特性

・機体と燃料が火災の中心・燃料飛散による大規模市街地火災への発展リスク
・建物への延焼、倒壊の危険

火災の危険性

・比較的単純な円形・楕円形での設定が可能・燃料の飛散範囲、延焼方向を考慮した広範かつ複雑な
設定が必要
・立入禁止区域の厳格な管理

消防警戒区域の設定

・乗客、乗員が中心・乗客、乗員に加え、周辺住民や通行人など多数かつ
広範囲に及ぶ

要救助者の範囲

・関係機関への連絡が中心・住民への避難指示、パニック防止のための迅速かつ
的確な広報活動が最重要

後方・避難誘導

・航空機の運航（制限区域内）・倒壊建物、狭隘道路、パニックになった群衆、交通渋滞活動の障害

（２）空港外での航空機火災対応：空港外墜落時の火災対応

4-2.消防活動要領



2025年11月4日に米国で発生したルイビル発ホノルル行きUPS２９７６による事故の様子

出典： NTSB（米国家運輸安全委員会）報告書より作成

 2025年11月4日、米国ケンタッキー州ルイビル・モハメド・アリ国際空港を離陸していたUPS社のMD-11F
（ハワイ州ホノルル行きの貨物機）が離陸直後に左エンジンが脱落し、空港隣接地の工業エリアに墜落

 ホノルルまでの長距離飛行に備えて大量の燃料を搭載していたこともあり、およそ38,000ガロン
（約144,000L）のジェット燃料や、近隣の廃油・燃料リサイクル施設の廃油に引火する大規模火災に発展

 搭乗していた乗員3名と地上11名の計14名が死亡、地上23名が負傷した。
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＜参考＞空港外での墜落事故事例：UPS航空機事故（2025年11月4日）

4-2.消防活動要領


